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印紙税納付計器設置承認・被交付文書納付印押なつ承認申請書

提 出 先 F01 税 務 署 長

申

請

者

個 人 番 号 F02   年  月  日 提出又 は 法 人 番 号

郵 便 番 号 F05 ― 電 話 番 号 F07 ― ―

住 所 F06

氏 名 又 は 名 称 F04 代 表 者 氏 名

フ リ ガ ナ F03 フ リ ガ ナ

名 称 F38

次のとおり、印紙税法施行令第８条第１項及び第３項の規定により申請します。

郵 便 番 号 F39 ― 電 話 番 号 F41 ― ―

所 在 地 F40

フ リ ガ ナ F37

氏 名 又 は 名 称

計 器 の 名 称 、 型 式
及 び 計 器 番 号

印紙税納付計器を設置
し よ う と す る 年 月 日

令和  年  月  日

計
器
の

購
入
先

郵 便 番 号 ―

□ 印紙税納付計器設置承認及び被交付文書納付印押なつ承認

所 在 地

交 付 を 受 け る 文 書 に
納付印を押そうとする

最 初 の 日

交付を受ける文書
に納付印を押そう
と す る 理 由

令和  年  月  日

□ 印紙税納付計器設置承認、被交付文書納付印押なつ承認及び印紙税納付計器の設置済証明書交付

２ 印紙税納付計器に故障その他の事故が生じたときは、その旨を直ちに当税務署長に届け出て、その指示に従うこ
と。

３ 印紙税納付計器の設置を廃止したとき、又は納付印を取り替えたときは、当税務署長の指示するところにより、
不要となった納付印の印面を廃棄すること。

個人番号カード・通知カード・運転免許証
その他（    ）

設

置

し

よ

う

と

す

る

場

所

印

紙

税

納

付

計

器

を

申 請 区 分

（いずれかにチェックを付
け て く だ さ い ）

税 務 署 整 理 欄 番 号 確 認 身 元 確 認

参 考 事 項

承 認 さ れ た
場 合 の 条 件

１ かぎを付することとなっている印紙税納付計器を設置したときは、その使用前に当該印紙税納付計器のかぎを当
税務署長に預けておくこと。


